
 

 

 

Ｑ１：就学にあたって行う相談（以下、就学相談）とは何ですか？ 

就学相談とは、こどもが就学（小学校へ入学）する際の、学ぶ場について相談することです。 

 

Ｑ２：就学相談は何のためにするのですか？ 

こどもが自らの可能性を最大限に伸ばし、社会の一員として積極的に活動していくためには、発達や障

がいの状態に応じた適切な教育を受けることが必要です。 

そのため、就学相談において、こどもの成長・発達にとって適切な就学の場や、必要な指導・支援につい

て教育委員会と家庭と共に考えることが必要です。 

 

Ｑ３：どのような場合に就学相談が必要なのですか？ 

「特別支援学校か特別支援学級を考えている場合」「通常の学級か特別支援学級かを迷われている

場合」「通級指導教室を考えている場合」または、「就学の場についてご心配がある場合」が対象です。 

 

Ｑ４：障がい等の種類に応じた学校・学級にはどのようなものがあるのですか？ 

 地域の学校には、障がい等の種類に応じた、特別支援学級が設置されます。 

・知的発達に遅れがある子…知的障害学級 

・情緒の現れ方に課題がある子…自閉症・情緒障害学級 

・肢体不自由な子…肢体不自由級       ・病気の子や身体の弱い子…病弱・身体虚弱級 

・目の不自由な子…弱視級             ・耳の不自由な子…難聴級 

   また、障がいの程度に応じて、県が定める区域の特別支援学校があります。 

    ・えびな支援学校     ・伊勢原支援学校   ・座間支援学校   

    ・平塚盲学校         ・平塚ろう学校      ・秦野支援学校 

 

Ｑ５：特別支援学級（学校）では、どのような指導が行われているのですか？ 

＜個に応じた指導＞ こどもの障がいの状態や発達の様子、その日の健康状態など、様々なことがらをきめ

細かく把握し、それぞれのこどもがもっている力を精一杯発揮できるよう、常に工夫と改善を重ねていま

す。 

＜少人数の学級編制＞ 特別支援学校や特別支援学級の１学級当たりの平均児童・生徒数は、小・中学校

の通常級の５分の１程度です。 

＜自立活動＞ 心身の調和のとれた発達の促進を図るために、それぞれの障がいや教育的ニーズに応じ

た指導を行います。（必須） 

＜交流教育＞ 地域社会の一員として豊かな生活を送るため、特別支援学校のこどもたちが居住地の学校

のこどもたちと、また、特別支援学級のこどもたちが通常級のこどもたちと、さまざまな場面で交流を行

います。 

この他、こどもの障がいの状態等に応じて、適切な教材・教具や補助用具の整備、トイレの改修やスロ

ープの設置などの整備を行っています。  

 



Ｑ６：就学相談はどのような流れですか？ 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　　　・特別支援学校や特別支援学級を考えている

　　　　・特別支援学級か通常の学級か迷っている　

　　　　・入学後なるべく早く通級指導教室を考えている

　　　　　・通常の学級を考えている

　　　　　・入学してから通級指導教室

　　　　　　を考える

こどもの就学について相談したい
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【Step１】就学相談説明会 （対象：保護者）

・５月８日（金） 会場：厚木市保健福祉センター ６階 ホール …予約なし

・上記以外の日は個別に説明→教育指導課へ連絡をして予約…随時受付（５月８日13：00以降）

【Step２】個別相談 （対象：保護者）

・５月１３日（水）・1４日（木）・1５日（金）・１８日（月）・１９日（火）・2０日（水）：アミューあつぎ6階

…予約制

・上記以外の日は教育指導課へ連絡をして予約…随時受付

【Step４】就学相談会

（対象：【A】の保護者及び就学するこども）

・Step２、３を経て、「特別支援学級（学校）を希望する」

「通常の学級か特別支援学級かを迷っている」「通級指導教室

での支援をできる限り早く受けたい」場合

・第１回 ８月 ・第２回 ９月

・第３回 １０月 ・第４回 １１月

・第５回 １２月 会場：アミューあつぎ…予約制

【Step５】教育支援委員会

（対象：【A】の就学するこどもについて審議のみ実施）

・Step４で相談した内容について、学びの場についての審議

・第１回 ９月 ・第２回 １０月 ・第３回 １１月

・第４回 １２月 ・第５回 １月

【Step６】審議のまとめの伝達

・Step５の審議のまとめについて、教育指導課から保護者へ

電話で伝達する。

・必要に応じて（審議を経て学びの場についての疑問等）

個別相談を実施する。

【Step７】入学相談 ※必ず実施

（対象：【A】の保護者及び就学するこども）

・こどもの入学に向けて学校と相談（面談）を実施する。

・各小学校の入学者説明会（１～２月）が終了したら、保護者

各学校（窓口：教頭） に連絡し、入学相談の日程調整をする。

【Step３】小学校見学 （対象：保護者及び就学するこども）

・Step２の個別相談で見学希望日を申し出て、教育指導課が学校と調整して決定する。

・就学予定の学校又は通級指導教室設置校において、午前中(１時間程度)に通常の学級

及び特別支援学級（必要に応じて通級指導教室）を見学する。

特別支援学校又は特別支援

学級への就学にお考えが変更

した場合は、ご相談ください。

（コース変更できます）

入学

【A】 【B】

【Step７】入学相談

※必要に応じて実施できます。

（対象：【Ｂ】の保護者及び

就学するこども）

・詳細は、【Ａ】の【Step７】参照


